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障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
障
害
者
の

雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
関
係
）
要
綱

第
一

雇
用
の
質
の
向
上
に
向
け
た
事
業
主
の
責
務
の
明
確
化

事
業
主
の
責
務
と
し
て
、
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
能
力
を
正
当
に
評
価
し
、
適
当
な
雇
用
の
場
を
与
え
る
と
と
も
に

適
正
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
に
加
え
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
雇
用

の
安
定
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

第
二

障
害
者
雇
用
と
障
害
者
福
祉
の
連
携
の
促
進

一

公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等

公
共
職
業
安
定
所
及
び
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
（
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
就
労
に
関
す
る
適
性
、
知
識
、
能
力
の
評
価
等

を
行
う
就
労
選
択
支
援
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
評
価
等
の
結
果
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
結
果
を
参
考
と
し

て
、
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
）

二

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
追
加
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障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
就
労
支
援
事
業
者
（
障
害
者
総
合
支
援
法
に
規

定
す
る
就
労
選
択
支
援
及
び
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
職
員
に

対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
研
修
等
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と

と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
関
係
）

第
三

障
害
者
の
多
様
な
就
労
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
働
き
方
の
推
進

一

雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
に
お
け
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
の
う
ち
、
一
週
間
の
所
定
労

働
時
間
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
の
範
囲
内
に
あ
る
労
働
者
を
い
い
、
当
該
算
定
に
係
る
事
業
主
か
ら
障
害
者

総
合
支
援
法
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
も
の
を
受
け
て
い
る

者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
一
人
を
も
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
相
当
す
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働

者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条
関
係
）

二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
も
、
一
と
同
様
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十

九
条
関
係
）
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三

一
の
改
正
に
伴
い
、
特
に
短
い
労
働
時
間
以
外
で
の
労
働
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
対
象
障
害
者
を
特
定
短
時
間
労
働
者

と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
又
は
対
象
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、
こ
れ
ら

の
者
の
雇
入
れ
又
は
雇
用
の
継
続
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
例
給
付
金
の
支
給
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第

四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
関
係
）

第
四

障
害
者
雇
用
の
質
の
向
上
の
推
進

一

納
付
金
関
係
業
務
の
拡
充

納
付
金
関
係
業
務
と
し
て
、
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
に
よ
り
職
場
へ
の
適
応
が
困
難
と
な
っ
た
対
象
障

害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
の
た
め
に
必
要
と
な
る
当
該
労
働
者
が
職
場
に
適
応
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た

め
の
措
置
に
要
す
る
費
用
及
び
対
象
障
害
者
の
雇
入
れ
及
び
そ
の
雇
用
の
継
続
を
図
る
た
め
に
必
要
な
対
象
障
害
者
の

一
連
の
雇
用
管
理
に
関
す
る
援
助
の
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ロ
及
び
第
七
号
の
二
関
係
）

二

障
害
者
雇
用
調
整
金
及
び
報
奨
金
の
支
給

１

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
、
支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
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の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
数
に
単
位
調
整
額
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
当
該
超
え
る
部
分
の
数
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
条
第
一
項
関
係
）

２

報
奨
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
、
支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
単
位
調
整
額
以
下
の

額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
超
え
る
部
分
の
数
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
条
第
三
項
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

有
限
責
任
事
業
組
合
の
算
定
の
特
例

申
請
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
、
当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
を
当
該
特
定
組

合
等
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
特
定
事
業
主
の
事
業
所
を
当
該
特
定
組
合
等
の
事
業
所
と
み
な
す
特
例
の
対

象
と
な
る
事
業
協
同
組
合
等
に
、
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
を
追
加

す
る
こ
と
。
（
第
四
十
五
条
の
三
関
係
）
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二

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
要
件

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
要
件
と
し
て
、
常
時
十
人
以
上
の
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
実
施
業
務
の
全
て
を
継
続

的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
常
時
五
人
以
上
と
、
従
事
経
験
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
従
事
経
験
者
を
置
く
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
関
係
）

三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

１

第
一
、
第
二
の
二
の
一
部
並
び
に
第
五
の
一
及
び
二

令
和
五
年
四
月
一
日

２

第
二
の
一
及
び
第
二
の
二
の
一
部

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
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二

経
過
措
置

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

検
討
規
定

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案

し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
。




